
�愛媛県規則第６９号
愛媛県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県林業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県林業改善資金貸付規則（昭和５１年愛媛県規則第８１号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表中第２号の項を削り、第３号の項を第２

号の項とし、第４号の項を第３号の項とし、同項の次に次の

ように加える。

� 農林水産大臣が定める基

準に基づき、森林所有者等

立木の取得

に要する経費

５年以内（

据置期間１

（森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第１０条の７に規定

する森林所有者等をいう。

）が、その権原に基づき管

理をしている立木と一体と

して伐採することが可能な

立木の取得を行うことによ

り、相当量の立木を確保し

た上で、木材製造業を営む

者又はその組織する団体と

の間において木材の供給に

関する取決めを締結して木

材の生産を行う場合におい

て、当該取得を行うのに必

要な資金

の１００分の８０ 年以内を含

む。）

第２条第２項の表新林業部門導入資金の種類の欄中「（昭

和２６年法律第２４９号）」を削る。

第１１条第１項中「から第３号まで及び」を「及び第２号並

びに」に改める。

様式第２号（その１）総括表の欄中

森林所

有者の

氏 名

「
森林所
有者の
氏名又
は名称

「

を に、

」 」

面 積

施業計画樹立（予定）
年 月 日

森林施業計
画

団地共同森
林施業計画

ヘクタ
ール

年月日 年月日

「

を

」

面 積
森 林 施 業 計 画 樹 立
（予定） 年 月 日

ヘクタ
ール

年月日

「

に改め、同欄記載要領

」

１中「俗称、団地共同森林施業計画の団地名等」を「俗称等

」に改め、同様式（その２）を削り、同様式（その３）総括

表の欄中

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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森林所有
者の氏名

「 森林所有
者の氏名
又は名称

「

を に改め、同様式（その３）注

」 」

１中「第３号」を「第２号」に改め、同様式（その３）を同

様式（その２）とし、同様式（その４）総括表の欄中

森林所有
者の氏名

「 森林所有
者の氏名
又は名称

「

を に改め、同様式（その４）注

」 」

１中「第４号」を「第３号」に改め、同様式（その４）を同

様式（その３）とし、同様式（その３）の次に次のように加

える。

愛 媛 県 報平成１４年１０月２５日 第１４０２号
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様式第２号（その４）

木 材 安 定 供 給 促 進 資 金 事 業 計 画 書

総

括

表

申請者の
氏名又は
名 称

伐 採 対 象 立 木
取得対象

立 木
伐採年度

取 得 資 金 内 訳
立木所有者
の氏名又は
名 称

立 木 の 位 置 立木の樹種、樹齢及び材積

市町村字 地 番 林 小 班 人工林の立木 天然林の立木 計
林業改善資金 自 己 資 金

樹種 樹齢 材積 樹種 樹齢 材積 材積
齢級 立方メ

ートル
齢級 立方メ

ートル
立方メ
ートル

千円 千円

計
記載要領 １ 伐採対象立木には、権原に基づき管理している立木及び取得する立木を記載すること。

２ 林小班ごとに記載すること。
３ 樹種及び樹齢が複数のものは、主たるものを記載すること。
４ 取得対象立木の欄には、取得する立木につき○を示すこと。

木

材

供

給

実

施

計

画

供給先 氏名又は名称
住 所

供 給 年 度 供 給 量 販 売 見 込 額 供 給 量 販 売 見 込 額 供 給 量 販 売 見 込 額 供 給 量 販 売 見 込 額

第 １ 年 度 立方メ
ートル

円 立方メ
ートル

円 立方メ
ートル

円 立方メ
ートル

円

第 ２ 年 度

第 ３ 年 度

第 ４ 年 度

第 ５ 年 度

計

記載要領 木材の供給に関する取決めの内容を記載すること。

注１ この計画書は、愛媛県林業改善資金貸付規則（昭和５１年愛媛県規則第８１号）第２条第１項の表第４号に掲げる資金の場合に使用すること。
２ 位置図（縮尺５万分の１）を添付すること。この場合において、位置図は、保有森林を青色、取得森林を赤色でそれぞれ全面彩色すること。また、伐採計
画年度を記載すること。
３ 立木販売仮契約書及び木材供給仮契約書の写し等を添付すること。なお、借受者が森林所有者から森林経営を受託している場合は、受委託契約書も併せて
添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛
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号
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県林業改善資金貸付

規則様式第２号（その１）の規定により提出されている書

類は、改正後の愛媛県林業改善資金貸付規則様式第２号（

その１）の規定により提出された書類とみなす。

�愛媛県告示第１７０２号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）第３条第１項の規定により、平成１４年１０月１６日次のと

おり愛媛県県税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を

許可した。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７０３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、西海町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、西海町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、西海町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、西海町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０７号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を設定する

。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２５ 愛媛県猟友会
川上支部
松本金次郎

１ 売りさばき人住所
喜多郡肱川町大字
宇和川１５００番地

２ 代表者氏名
松本金次郎

３ 売りさばき所
喜多郡肱川町大字
宇和川１５００番地

１ 売りさばき人住所
喜多郡河辺村大字
横山２１７４番地２

２ 代表者氏名
久保 義雪

３ 売りさばき所
喜多郡河辺村大字
横山２１７４番地２

３０ 愛媛県猟友会
西部支部
尾上 文男

１ 売りさばき人住所
東宇和郡宇和町田
野中１００４番地

２ 代表者氏名
尾上 文男

３ 売りさばき所
東宇和郡宇和町田
野中１００４番地

１ 売りさばき人住所
東宇和郡宇和町東
多田５６９番地

２ 代表者氏名
清家 輝允

３ 売りさばき所
東宇和郡宇和町東
多田５６９番地

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

西海町久家８４５、８４５の２、８５６の１、８５６の２、８８
５の１、８８５の２、８８６及び８９３の地先 １，７８３．２１

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

久家 西海町久家８４５、８４５の２、８５６の１、８５６
の２、８８５の１、８８５の２、８８６及び８９３の
地先公有水面埋立地

１，７８３．２１

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

西海町久家８４５、８４５の２、８５６の１、８５６の２、８８
５の１、８８５の２、８８６及び８９３の地先 ２，７５７．９１

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

久家 西海町久家８４５、８４５の２、８５６の１、８５６
の２、８８５の１、８８５の２、８８６及び８９３の
地先公有水面埋立地

２，７５７．９１

名 称 区 域 存続期間

節崎池鳥獣保護

区

南宇和郡御荘町平城の町道大谷線と県道久良城辺線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ東ないし

南に進み、町道節崎南線との交点に至り、ここから同町道を西に進み、農道節崎線との交点を経て、更に同

平成１４年１１月１

日から平成２４年

��������������

愛 媛 県 報平成１４年１０月２５日 第１４０２号
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�愛媛県告示第１７０８号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令（昭和２８年政令第２５４号）第１条第２項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護

区の存続期間を更新する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０９号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第１０条の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止区域を設定する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

町道をほぼ北ないし北西に進み、町道大谷線との交点に至り、ここから同町道をほぼ北東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

１０月３１日まで

名 称 区 域 存続期間

古川鳥獣保護区 西条市の加茂川の区域のうち、東予有料道路の新加茂川大橋上流側より上流で県道壬生川新居浜野田線の

古川橋下流側より下流の河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域

平成１４年１１月１

日から平成２４年

１０月３１日まで

石岡鳥獣保護区 西条市氷見の石岡神社参道の鳥居（西の山内）を起点とし、同神社の森の境界に沿って同神社の森を一周

し、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

銚子ダム鳥獣保

護区

りょう

伊予郡砥部町と同郡中山町との境界上の間戸峠を起点とし、ここから山頂（５８７メートル）に至る稜線をほ
りょう

ぼ東に進み、同山頂を経て、国道３７９号の滝見橋付近に至る稜線をほぼ東に進み、同国道に出る。ここから

同国道を北東ないし南に進み、銚子ダム管理道との交点に至り、ここから同管理道をほぼ北西に進み、千里
りょう りょう

城跡登山道入口付近で山頂（５５２メートル）に至る稜線との交点に至り、ここから同稜線をほぼ南西に進み
りょう

、三角点（５０６．３メートル）及び同山頂を経て、更に同稜線を西に進み、砥部町と中山町との境界に至り、

ここから同境界をほぼ北に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

猪伏鳥獣保護区 上浮穴郡柳谷村所在の国有林松山事業区７５から７７までの各林班並びに民有林柳谷村森林計画区１１及び３８の

各林班の区域

同 上

野村ダム周辺鳥

獣保護区

東宇和郡野村町大字野村の国道４４１号と町道野村ダム袖山線との交点を起点とし、同町道を南西に進み、

ダム管理棟南側及びダム堤頂部を経て、更に同町道を南に進み、樽ケ谷との交点に至る。ここから同谷を南
りょう

に進み、西森山三角点（６２１．８メートル）に至り、ここから稜線を南に進み、同町と同郡宇和町との境界に

至る。ここから同境界を北西に進み、町道下宇和地区８５号線に出る。ここから同町道を南ないし北に進み、

町道�－２３号線との交点に至り、ここから同町道を北に進み、町道下宇和地区８０号線との交点に至り、ここ
から同町道を南西に進み、町道�－２１号線に至り、ここから同町道を西に進み、昭和橋南端に至る。ここか
ら同橋を北に進み、県道宇和野村線に出て、同県道を北東に進み、町道出合河西線との交点に至り、ここか

ら同町道を北西に進み、町道鮎返河西線との交点に至り、ここから同町道をほぼ北東に進み、鮎返橋を経て

、同国道に出て、同国道を南東ないし東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大森山鳥獣保護

区

南宇和郡城辺町高野山出張所佛眼院前のコンクリート橋南端を起点とし、ここから蓮乗寺川左岸を上流に
りょう

進み、大森児童公園前のコンクリート橋南端に至る。ここから同公園南東側境界の稜線を南東ないし南に進
りょう

み、標高点（１２７メートル）に至る。ここから稜線をほぼ西ないし北西に進み、国道５６号城辺トンネル上り

側入り口左端に至る。ここから町道職園線と町道職園線支１５線との交点に至る山道を北に進み、町道職園線

に出る。ここから同町道を北西ないし北に進み、蓮乗寺川に出て、同川左岸を上流に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間

川之江銃猟禁止

区域

川之江市川之江町馬場二区のＪＲ四国予讃線と市道川之江山田井線との交点を起点とし、ここから同市道

をほぼ東に進み、市道北山線との交点に至り、ここから同市道を東に進み、山田井川に通じる農道との交点

に至る。ここから同農道をほぼ南に進み、同川に出て、同川右岸を下流に進み、金生川との合流点に至り、

ここから同川右岸を下流に進み、ＪＲ四国予讃線との交点に至り、ここから同線を北に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

平成１４年１１月１

日から平成２４年

１０月３１日まで

河北山銃猟禁止

区域

新居浜市王子町の県道金子中萩停車場線と県道壬生川新居浜野田線との交点を起点とし、ここから同県道

を北東に進み、新居浜警察署前田交番前で市道原地庄内線との交点に至り、ここから同市道を南東に進み、

県道新居浜港線に出る。ここから同県道をほぼ南に進み、東川に出て、同川左岸を上流に進み、西河川との

同 上
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合流点に至り、ここから同川左岸を上流に進み、北河川との合流点に至る。ここから同川左岸を上流に進み
りょう

、山の神池に至る。ここから同池西側の通称河北山の稜線を北に進み、林道長谷芳谷線に出て、同林道を北

ないし北西に進み、市道河の北芳谷線に出る。ここから同市道を北東に進み、県道金子中萩停車場線に出て

、同県道をほぼ北に進み、起点に至る線に囲まれた区域

東田銃猟禁止区
域

新居浜市東田の東台神社の鳥居を起点とし、ここから市道東田光明寺線を北ないしほぼ東に進み、本谷橋
に通じる車道との交点に至り、ここから同車道を北東に進み、同橋で市場川に出る。ここから同川右岸を上
流に進み、市場橋で国道１１号との交点に至り、ここから同国道を南西に進み、県道国領高木線との交点に至
り、ここから同県道を北ないし西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中山銃猟禁止区
域

新居浜市桜木の渦井川左岸とＪＲ四国予讃線との交点を起点とし、ここから同線を西に進み、県道飯岡玉
津線との交点に至る。ここから同県道を北西に進み、下島山橋で渦井川に出て、同川左岸を上流に進み、起
点に至る線に囲まれた区域

同 上

中山川銃猟禁止

区域

東予市吉田の県道南川壬生川停車場線と県道丹原小松線との交点を起点とし、ここから同県道を東に進み

、市道玉之江新田線との交点に至り、ここから同市道を東に進み、通称西ノ原農道との交点に至る。ここか

ら同農道を南東ないし北東に進み、ＪＲ四国予讃線との交点に至り、ここから同線を南に進み、周桑郡小松

町の町道北川徳重線との交点に至る。ここから同町道を南西に進み、町道小松丹原線との交点に至り、ここ

から同町道を北西ないし西に進み、県道南川壬生川停車場線に出て、同県道を北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

鹿ノ子池銃猟禁

止区域

今治市新谷の市道平山６号線と市道大坪通町谷線との交点を起点とし、同市道を南東に進み、市道宮ヶ崎

古谷線との交点に至り、ここから同市道を南西に進み、同市と越智郡朝倉村との境界に至る。ここから同境

界を北西に進み、鹿ノ子池を横断し、更に同境界を南西に進み、県道今治丹原線に出て、同県道を北西に進

み、市道松木新谷線との交点に至る。ここから同市道を北東に進み、市道大野鹿ノ子線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ南東に進み、農道鹿ノ子水路沿い線との交点に至り、ここから同農道を北東ないし南に

進み、市道平山４号線に出て、ここから同市道を北東に進み、市道平山６号線との交点に至り、同市道を北

東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

山越銃猟禁止区

域

越智郡朝倉村山越の県道東予玉川線と村道椎の木線との交点を起点とし、ここから同村道を北東に進み、

村道天皇山越線との交点に至り、ここから同村道を南東ないし南に進み、同県道に出る。ここから同県道を

南東ないし南西に進み、同村と東予市との境界に至り、ここから同境界を北西に進み、通称小口山に至る。
りょう

ここから椎の木川上流に至る稜線をほぼ北に進み、同川上流に出て、同川右岸を下流に進み、村道下林椎の

木線との交点に至り、ここから同村道を北に進み、同県道に出て、同県道を北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

重信川河口銃猟

禁止区域

松山市出合の国道５６号の出合大橋北端を起点とし、ここから重信川右岸堤防を東に進み、石手川右岸堤防

に至り、ここから同堤防を北東に進み、同市市坪町でＪＲ四国予讃線との交点に至り、ここから同線を南に

進み、重信川右岸堤防に出る。ここから同堤防を東に進み、中川原橋北端に至る。ここから同橋を南に進み

、同川右岸堤防に出て、同堤防をほぼ東に進み、同市南高井町の久谷大橋北端に至る。ここから同橋を渡り

、同川左岸堤防に出て、同堤防をほぼ西に進み、同川河口に出て、ここから忽那七島海域鳥獣保護区界を北

に進み、同川右岸堤防に出る。ここから同堤防をほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大可賀、久万ノ

台銃猟禁止区域

松山市南吉田町の県道伊予松山港線の鯛崎橋北端を起点とし、ここから同県道を北に進み、県道砥部伊予

松山線との交点に至り、ここから同県道を東に進み、通称三本柳及び新田学園前を経て、伊予鉄道高浜線を

横断し、市道味生２２４号線との交点に至る。ここから同市道を北に進み、ＪＲ四国予讃線三津浜駅に至る。

ここから同線を北に進み、県道松山東部環状線に出て、同県道を北東ないし東に進み、市道久枝６１号線との

交点に至り、ここから同市道を南東ないし東に進み、県道和気衣山線に出る。ここから同県道を南に進み、

伊予鉄道高浜線衣山駅を経て、更に同県道を南に進み、市道味酒５２号線との交点に至る。ここから同市道を

ほぼ南に進み、ＪＲ四国予讃線を横断し、市道新玉２９号線との交点に至り、ここから同市道をほぼ南西に進

み、市道味生１１５号線との交点に至り、ここから同市道をほぼ西に進み、市道味生４１３号線との交点に至る

。ここから同市道を南に進み、市道新玉４０３号線との交点に至り、ここから同市道を西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

下伊台銃猟禁止

区域

松山市下伊台町の県道松山東部環状線と県道松山北条線との交点を起点とし、ここから同県道を南西に進
りょう

み、伊台ハイツ入口に至る。ここからよそべ谷三角点（２３７．７メートル）に至る稜線を北西に進み、同三角
りょう

点に至り、ここから道後ゴルフ場関係者出入口前に至る稜線を北西に進み、同出入口前で県道松山東部環状

線に出る。ここから同県道を東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

泊銃猟禁止区域 松山市泊町の小富士山山頂（２８２．３メートル）を起点とし、泊町に至る登山道を東に進み、県道興居島循

環線に出て、同県道を南に進み、丹田川の河口を経て、更に同県道を西に進み、御手洗地区団体営農道起点

に至り、ここから同農道を西に進み、同農道終点に至り、ここから松山市森林計画区５林班３９小班と同林班
りょう

４５小班との境界北端に至る谷を北に進み、同境界北端に至り、ここから起点に至る稜線を東に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

同 上

山田大池銃猟禁

止区域

東宇和郡宇和町大字山田の大池を周回する町道石城地区１５８号線に囲まれた区域 同 上
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�愛媛県告示第１７１０号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第９条の規定に基づき、次のとおり休猟区を設定する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

須ノ川銃猟禁止

区域

南宇和郡内海村須ノ川舟付のナガハエを起点とし、ここから起点と国道５６号を横断して村道灘元越線とを

最短距離で結ぶ線を東に進み、同村道に出て、同村道を南ないし東に進み、農道ヤツメ線起点に至る。ここ
し りょう

から同農道をほぼ南に進み、矢積城址に至り、ここから稜線をほぼ南西に進み、同村道に出る。ここから同

村道をほぼ南東ないし南西に進み、海栄寺前で同村道分岐線との交点に至り、ここから同村道分岐線を西に

進み、同国道に出る。ここから同国道を南西に進み、須ノ川公園防波堤上の遊歩道との交点に至り、ここか

ら同歩道を北西に進み、須ノ川の大池の水門に至り、同水門から同池の排水路右岸を西に進み、海岸線に出

る。ここからその海岸線を東ないし北に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

御荘港銃猟禁止

区域

南宇和郡御荘町平城の県道船越平城線と県道猿鳴平城線との交点を起点とし、ここから同県道を西に進み

、深泥沼護岸西端に至る。ここから大島の最南端に至る直線をほぼ北西に進み、同島の最南端に至り、ここ

から長崎港防波堤先端に至る直線をほぼ東に進み、同防波堤先端に至り、ここから同防波堤を北東に進み、

町道長崎港線に出て、同町道をほぼ北東に進み、町道長崎本線との交点に至り、ここから同町道を北東に進

み、国道５６号に出て、同国道をほぼ南東に進み、県道船越平城線との交点に至り、ここから同県道を南に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間

翠波休猟区 伊予三島市寒川町の四国縦貫自動車道と長谷川右岸との交点を起点とし、ここから同自動車道を東に進み

、中曽根鳥獣保護区界に至る。ここから同区界を南ないし東に進み、法皇山脈に通じる山道に出て、同山道

をほぼ南に進み、林道馬瀬線との交点に至る。ここから同林道を南ないし西に進み、林道虫仏山線に至る。
りょう

ここから同林道を南ないし東に進み、市道法皇線との交点に至る。ここから稜線を西に進み、三島嶺南鳥獣

保護区界に至る。ここから同区界をほぼ西に進み、大倉に通じる歩道と同市道との交点に至る。ここから同

市道をほぼ北西に進み、同市管理の作業道との交点に至る。ここから同作業道をほぼ北西に進み、林道観音

谷線に出る。ここから同林道をほぼ北西に進み、長瀬橋東端に至る。ここから同川右岸を下流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

平成１４年１１月１

日から平成１７年

１０月３１日まで

東山休猟区 伊予三島市と宇摩郡土居町との境界と四国縦貫自動車道との交点を起点とし、ここから同境界を南に進み

、林道野田線に出る。ここから同林道を南に進み、豊受山に通じる山道との交点に至る。ここから同山道を
りょう りょう

ほぼ南東に進み、法皇山脈の稜線に至り、同稜線をほぼ南西に進み、赤星山三角点（１，４５３．２メートル）に

至る。ここから同市と同町との境界をほぼ北西に進み、古子川に出て、同川右岸を下流に進み、同自動車道

との交点に至る。ここから同自動車道を東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

馬立休猟区 宇摩郡新宮村と伊予三島市との境界にある中の川右岸と奥之院鳥獣保護区界との交点を起点とし、ここか

ら同区界をほぼ北東に進み、新宮ダムえん堤西端に至る。ここから銅山川右岸を下流に進み、県道川之江大

豊線との交点に至る。ここから同県道をほぼ南に進み、和田小屋川に出る。ここから同川左岸を上流に進み

、同村と同市との境界に至る。ここから同境界をほぼ北西に進み、中の川に出る。ここから同川右岸を下流

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

船木休猟区 新居浜市船木の国道１１号の国領大橋東端を起点とし、ここから同国道を東に進み、市道坂の下大久保線と

の交点に至り、ここから同市道を南に進み、市道角野関の戸線との交点に至る。ここから同市道を南東に進

み、客谷橋で客谷川に出て、同川右岸を上流に進み、孝々谷川との合流点に至る。ここから同川右岸を上流
りょう りょう

に進み、通称城ヶ尾稜線に通じる山道との交点に至り、ここから同山道を南に進み、通称大多羅稜線に通じ

る山道との交点に至り、ここから同山道を南東に進み、下兜山三角点（１，２３３．７メートル）で同市と宇摩郡

土居町との境界に至り、ここから同境界を南西に進み、上兜山標高点（１，５６１メートル）に至る。ここから

魔戸の滝の上方を経て種子川に通じる山道をほぼ北西ないし北に進み、同川に出て、同川右岸を下流に進み

、亨徳橋で市道角野船木線との交点に至る。ここから同市道をほぼ西に進み、新田橋で国領川に出て、同川

右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中之池休猟区 西条市藤之石の谷川と吉居川との合流点を起点とし、ここから同川右岸を上流に進み、民有林と国有林と

の境界に至る。ここから同境界をほぼ南に進み、石鎚山系鳥獣保護区界に至り、ここから同区界を南西に進

み、桂谷に出る。ここから同谷を北西に進み、谷川に出て、同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

世田山休猟区 東予市河原津の東予市と今治市との境界と海岸線との交点を起点とし、ここからその海岸線を南西ないし

南東に進み、北川河口に至る。ここから同川左岸を上流に進み、成福寺部落を経て、周桑今治地区広域農道
ずい

との交点に至り、ここから同農道をほぼ北西に進み、周越隧道で東予市と越智郡朝倉村との境界に至り、こ

こから同境界をほぼ北に進み、世田山に至り、ここから同市と今治市との境界をほぼ東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

��������������
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石根休猟区 周桑郡小松町大字大頭の国道１１号と県道石鎚丹原線との交点を起点とし、ここから同県道を南に進み、大

郷部落を経て、町道山の神線との交点に至り、ここから同町道を南西に進み、通称大郷戸石越えの山道に至

り、ここから同山道を南西に進み、同町と同郡丹原町との境界に至る。ここから同境界を北西ないし北に進

み、同国道に出て、同国道を北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

近見休猟区 今治市宮下町一丁目のＪＲ四国予讃線と県道今治波方港線との交点を起点とし、ここから同県道を南西な

いし北西に進み、市道宅間延喜線との交点に至り、ここから同市道を北西に進み、国道１９６号に出て、同国

道を西に進み、市道宅間本線との交点に至る。ここから同市道を北に進み、同市と越智郡波方町との境界に

至り、ここから同境界を北東に進み、ＪＲ四国予讃線との交点に至る。ここから同線を今治駅に向かって進

み、波止浜駅を経て、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

山之内休猟区 越智郡大西町と今治市との境界と国道１９６号との交点を起点とし、ここから同境界を南ないし南西に進み

、重茂山を経て、同町と同郡玉川町と同郡菊間町との境界の交点に至る。ここから林道山之内線に通じる谷

を北東に進み、同林道の終点に出て、同林道を北西に進み、町道本谷本線に出る。ここから同町道を北西に

進み、町道衣笠本線との交点に至り、ここから同町道を北西に進み、県道鈍川伊予大井停車場線に出る。こ

こから同県道を北に進み、同国道に出て、同国道を東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

高野川休猟区 伊予郡双海町と伊予市との境界とＪＲ四国予讃線との交点を起点とし、ここから同境界を東ないし南東に

進み、同町と同市と同郡中山町との境界の交点に至る。ここから双海町と中山町との境界を南東に進み、国

道５６号に出る。ここから同国道をほぼ南西に進み、県道広田双海線との交点に至り、ここから同県道をほぼ

南西に進み、大栄口橋で県道中山双海線との交点に至り、ここから同県道を南に進み、町道駄場奥大栄線と

の交点に至り、ここから同町道をほぼ南に進み、林道大栄支線との交点に至る。ここから同林道を西に進み

、林道牛の峰奥大栄線との交点に至り、ここから同林道を南西ないし北西に進み、町道本郷東越線に出て、

同町道を北に進み、県道内子双海線に出る。ここから同県道をほぼ北に進み、国道３７８号に出る。ここから

同国道を北東に進み、双海町と同市との境界に至り、ここから同境界を東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

下直瀬休猟区 上浮穴郡久万町大字直瀬の県道落合久万線の直瀬橋北端を起点とし、ここから同県道を北に進み、県道美

川川内線との交点に至り、ここから同県道をほぼ南東に進み、県道直瀬渋草線との交点に至り、ここから同

県道をほぼ北東に進み、同町と同郡面河村との境界に至る。ここから同境界を東ないし南に進み、同町と同

村と同郡美川村との境界の交点に至り、ここから同町と同村との境界をほぼ南西に進み、県道西条久万線に

出る。ここから同県道を北ないし北西に進み、清瀬橋を経て、更に同県道を西に進み、島田橋東端に至り、
りょう りょう りょう

ここから谷に沿って北に進み、稜線に至る。ここから同稜線を北西に進み、西ノ川橋に至る稜線に至り、こ
りょう

こから同稜線を南西に進み、西ノ川橋北端で同県道に出る。ここから同県道をほぼ西ないし北西に進み、同

県道と県道落合久万線との交点に至り、ここから同県道を北ないし北東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

中組休猟区 上浮穴郡面河村中組の県道西条久万線と村道河ノ子線との交点を起点とし、ここから同村道をほぼ東に進

み、林道川ノ子線との交点に至り、ここから同林道をほぼ東に進み、高知県吾川郡池川町に至る山道との交

点に至る。ここから同山道をほぼ東に進み、愛媛県と高知県との境界に至る。ここから同境界を南西ないし

西に進み、三光ノ�山三角点（１，２１５．３メートル）に至る。ここから同村と上浮穴郡美川村との境界をほぼ
北西に進み、四�ノ森三角点（１，２０１．０メートル）を経て、更に同境界を北西に進み、国道４９４号に出る。
ここから同国道をほぼ北東ないし東に進み、県道西条久万線との交点に至り、ここから同県道を東ないし南

東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

桶小屋休猟区 上浮穴郡小田町と同郡柳谷村との境界線上にある大川嶺三角点（１，５２５．０メートル）を起点とし、ここか

ら同境界をほぼ南に進み、黒川に出る。ここから同川左岸を上流に進み、同町淵首で小田深山鳥獣保護区界

に至る。ここから同区界を北西に進み、雨霧山三角点（１，２５４．８メートル）に至る。ここから国有林と民有

林との境界を北東に進み、同町と同郡美川村との境界に至り、ここから同境界をほぼ北東に進み、狼ヶ城山

三角点（１，３７９．６メートル）を経て、更に同境界を南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

上須戒休猟区 大洲市と喜多郡長浜町との境界と県道長浜中村線との交点を起点とし、ここから同県道を南東ないし南西

に進み、県道櫛生大洲線との交点に至る。ここから同県道を北ないし西に進み、県道瀬田八多喜停車場線と

の交点に至る。ここから同県道をほぼ南西に進み、同市と八幡浜市との境界に至り、ここから同境界をほぼ

北西に進み、金山出石寺鳥獣保護区界に至る。ここから同区界を北に進み、大洲市と喜多郡長浜町との境界

に至り、ここから同境界を北東に進み、牛の峰三角点（６６０．５メートル）を経て、更に同境界を北に進み、

藤が峠に至る。ここから同境界をほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

予子林休猟区 喜多郡肱川町大字予子林の町道ダム河辺線と県道小田河辺大洲線との交点を起点とし、ここから同県道を

ほぼ北東に進み、同県道と同町と同郡河辺村との境界の最も東の交点に至る。ここから同境界をほぼ南に進

み、峰峠を経て、更に同境界をほぼ東に進み、同町と同村と東宇和郡野村町との境界の交点に至る。ここか

ら肱川町と野村町との境界をほぼ南西に進み、町道藤之原汗嵐線に出る。ここから同町道をほぼ北に進み、

町道康申堂藤之原線との交点に至り、ここから同町道をほぼ北東に進み、県道肱川公園線に出て、同県道を

ほぼ北西に進み、町道公園清水橋線との交点に至り、ここから同町道を北西に進み、町道ダム河辺橋線との

交点に至り、ここから同町道を南東ないし北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上
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�愛媛県告示第１７１１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部商工流通課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに

今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ大正店

今治市大正町一丁目２番３号

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１５年６月９日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，７０２平方メートル

	 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

８４台

イ 駐輪場の収容台数

５０台

ウ 荷さばき施設の面積

９３．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３９．３８立方メートル


 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

名取休猟区 西宇和郡三崎町大字三崎の国道１９７号の国道九四フェリー発着場を起点とし、ここから県道佐田岬三崎線

を北西ないし西に進み、県道鳥井喜木津線との交点に至る。ここから同県道をほぼ北に進み、町道入津松線

との交点に至る。ここから同町道を北東に進み、県道鳥井喜木津線に出る。ここから同県道をほぼ東に進み

、同町と同郡瀬戸町との境界に至る。ここから同境界を南に進み、海岸線に出て、その海岸線をほぼ南西に

進み、梶谷鼻及び小梶谷鼻を経て、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

明石、倉谷休猟

区

東宇和郡宇和町大字稲生の県道宇和野村線の道義橋東端を起点とし、ここから岩瀬川左岸を上流に進み、

県道鳥坂宇和線との交点に至り、ここから同県道を北に進み、北町橋で瀬戸川に出る。ここから同川左岸を

上流に進み、羽子の木峠に至る谷に至り、ここから同谷を東に進み、同町と同郡野村町との境界に至る。こ

こから同境界をほぼ南東に進み、県道宇和野村線に出て、同県道をほぼ西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

深山休猟区 東宇和郡野村町大字野村の町道野村ダム線と国道４４１号との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ北東

ないし南東に進み、同町と同郡城川町との境界に至る。ここから同境界を南に進み、野村町と城川町と北宇

和郡広見町との境界の交点に至る。ここから野村町と広見町との境界を西ないし南西に進み、野村町と広見

町と同郡三間町との境界の交点に至る。ここから野村町と三間町との境界を西に進み、野村町と東宇和郡宇

和町と三間町との境界の交点に至る。ここから野村町と宇和町との境界を北に進み、野村ダム周辺鳥獣保護

区界に至り、ここから同区界を北ないし北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

焼棟峠休猟区 東宇和郡城川町と同郡野村町との境界と県道大茅辰ノ口線との交点を起点とし、ここから同境界を北ない

し東に進み、焼棟峠を経て、更に同境界を北東に進み、林道雨包線に出る。ここから同林道をほぼ東ないし

南東に進み、同県道に出て、同県道を西ないし南西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

奈良休猟区 北宇和郡広見町出目の出目陸橋北端を起点とし、ここから国道３２０号を西に進み、同町と宇和島市との境

界に至る。ここから同境界をほぼ北に進み、泉が森三角点（７５５．２メートル）を経て、更に同境界を北に進

み、同町と同市と同郡三間町との境界の交点に至る。ここから広見町と三間町との境界を東ないし北に進み

、同境界とＪＲ四国予土線との交点に至る。ここから同線を南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

上家地、目黒休

猟区

北宇和郡松野町大字松丸の県道西土佐松野線と国道３８１号との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ南

東に進み、愛媛県と高知県との境界に至る。ここから同境界を西ないし南西に進み、井谷山標高点（３２４．２

メートル）及び竜山三角点（４５３．７メートル）を経て、更に同県境を南西に進み、同県道に出て、同県道を

ほぼ西に進み、県道滑床松野線との交点に至る。ここから同県道を北西に進み、県道目黒松丸線との交点に

至り、ここから同県道をほぼ北東に進み、県道西土佐松野線との交点に至り、ここから同県道を北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中川休猟区 南宇和郡一本松町満倉の惣川と国道５６号との交点の新満倉橋東端を起点とし、ここから同国道をほぼ東な
ずい

いし北東に進み、一本松隧道を経て、更に同国道を南東ないし北東に進み、愛媛県と高知県との境界に至る

。ここから同境界をほぼ南に進み、松尾峠を経て、更に同境界を西に進み、同町と同郡城辺町と高知県との

境界の交点に至り、ここから一本松町と城辺町との境界を西に進み、中玉峠を経て、更に同境界を北に進み

、通称ネバ山三角点（２３３．８メートル）を経て、更に同境界を北西に進み、同川に出て、同川左岸を上流に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上
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ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１４年１０月８日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部商工流通課及び今治地方局産業経済

部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月

間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�������
�愛媛県告示第１７１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川内町松瀬川土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１７１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川内町南方土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 恵三郎 温泉郡川内町大字松瀬川１９９番地

〃 仙 波 雄 昭 温泉郡川内町大字松瀬川５６９番地

〃 大 石 直 久 温泉郡川内町大字松瀬川７２番地

〃 酒 井 源 雄 温泉郡川内町大字松瀬川２３６番地５

〃 渡 部 敏 治 温泉郡川内町大字松瀬川２８１３番地

〃 寺 田 利 重 温泉郡川内町大字松瀬川４７７番地

〃 仙 波 是 敏 温泉郡川内町大字松瀬川６７３番地

〃 高須賀 徹 彰 温泉郡川内町大字松瀬川８２０番地

〃 田野岡 修 温泉郡川内町大字松瀬川１０２４番地２

〃 渡 部 浩 温泉郡川内町大字松瀬川９８４番地

監 事 大 石 哲 雄 温泉郡川内町大字松瀬川８５６番地

〃 田 井 勉 温泉郡川内町大字松瀬川２８９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 恵三郎 温泉郡川内町大字松瀬川１９９番地

〃 仙 波 雄 昭 温泉郡川内町大字松瀬川５６９番地

〃 大 石 直 久 温泉郡川内町大字松瀬川７２番地

〃 酒 井 源 雄 温泉郡川内町大字松瀬川２３６番地５

〃 渡 部 敏 治 温泉郡川内町大字松瀬川２８１３番地

〃 寺 田 利 重 温泉郡川内町大字松瀬川４７７番地

〃 仙 波 是 敏 温泉郡川内町大字松瀬川６７３番地

〃 高須賀 徹 彰 温泉郡川内町大字松瀬川８２０番地

〃 田野岡 修 温泉郡川内町大字松瀬川１０２４番地２

〃 渡 部 浩 温泉郡川内町大字松瀬川９８４番地

監 事 大 石 哲 雄 温泉郡川内町大字松瀬川８５６番地

〃 田 井 勉 温泉郡川内町大字松瀬川２８９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 光 躬 温泉郡川内町大字南方５７７番地

〃 渡 部 秀 男 温泉郡川内町大字南方２４８０番地

〃 田野岡 幸 雄 温泉郡川内町大字南方２２番地

〃 越 智 義 正 温泉郡川内町大字南方４２４番地３

〃 渡 部 泉 温泉郡川内町大字南方１７１番地

〃 渡 部 桂 温泉郡川内町大字南方６２９番地６

〃 高 市 富 男 温泉郡川内町大字南方２４１５番地

〃 高 木 国 雄 温泉郡川内町大字南方７２９番地

〃 高須賀 正 博 温泉郡川内町大字南方６７８番地

〃 前 田 稔 温泉郡川内町大字南方１４４６番地

〃 首 藤 昌 計 温泉郡川内町大字南方１０３２番地

〃 近 藤 公 悳 温泉郡川内町大字南方１６４３番地１

〃 高須賀 新 温泉郡川内町大字南方１７５５番地

〃 田井野 行 村 温泉郡川内町大字南方１７１７番地

〃 高須賀 司 温泉郡川内町大字南方１７３０番地

〃 宮 本 敏 温泉郡川内町大字南方２０７３番地

〃 菅 野 修 温泉郡川内町大字南方２５１３番地３

〃 菅 野 正 文 温泉郡川内町大字南方１１９０番地

〃 和 田 雅 隆 温泉郡川内町大字南方２７１７番地１

〃 和 田 計 之 温泉郡川内町大字南方２７１６番地

監 事 渋 谷 宗 義 温泉郡川内町大字南方２５１番地２

〃 渡 部 悦 也 温泉郡川内町大字南方１８１６番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 光 躬 温泉郡川内町大字南方５７７番地

〃 渡 部 秀 男 温泉郡川内町大字南方２４８０番地
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�愛媛県告示第１７１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川内町北方土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１７１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町南野田土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・天神地区）の施行を平成１４年１０月１７日認可した。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７１６号
八幡浜市南部土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・八幡

浜南部地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同

法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・八幡浜南部地区）計画書の写し

� 八幡浜市南部土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１０月２８日から１１月２５日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所

�������
�愛媛県告示第１７１７号
大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・東大洲地区

）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・東大洲地区）計画書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１０月２８日から１１月２５日まで

〃 田井野 定 俊 温泉郡川内町大字南方１７６６番地３

〃 越 智 義 正 温泉郡川内町大字南方４２４番地３

〃 渋 谷 宗 義 温泉郡川内町大字南方２５１番地２

〃 村 尾 周 三 温泉郡川内町大字南方６１８番地１

〃 渡 部 清 美 温泉郡川内町大字南方５０番地

〃 高 木 国 雄 温泉郡川内町大字南方７２９番地

〃 高須賀 正 博 温泉郡川内町大字南方６７８番地

〃 前 田 稔 温泉郡川内町大字南方１４４６番地

〃 首 藤 昌 計 温泉郡川内町大字南方１０３２番地

〃 近 藤 公 悳 温泉郡川内町大字南方１６４３番地１

〃 高須賀 新 温泉郡川内町大字南方１７５５番地

〃 田井野 常 一 温泉郡川内町大字南方１７１７番地

〃 高 市 政 則 温泉郡川内町大字南方２４２９番地

〃 細 川 義 文 温泉郡川内町大字南方２４００番地

〃 菅 野 文 典 温泉郡川内町大字南方１１９２番地

〃 菅 野 好 春 温泉郡川内町大字南方２６４４番地

〃 和 田 雅 隆 温泉郡川内町大字南方２７１７番地１

〃 渡 部 秋 男 温泉郡川内町大字南方２４６９番地１

監 事 田井野 忠 雄 温泉郡川内町大字南方１８３５番地

〃 渡 部 忠 雄 温泉郡川内町大字南方１５０７番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 健 介 温泉郡川内町大字北方１７５３番地

〃 佐 伯 優 温泉郡川内町大字北方２７０６番地

〃 寺 阪 亀 義 温泉郡川内町大字北方２４５１番地１

〃 北 下 長 義 温泉郡川内町大字北方１２５３番地１

〃 高須賀 良 蔵 温泉郡川内町大字北方２４１１番地

〃 成 川 耕 造 温泉郡川内町大字北方２２８８番地

〃 二 神 光 行 温泉郡川内町大字北方１３３１番地

〃 松 川 茂 温泉郡川内町大字北方３０３５番地

〃 江 戸 良 輔 温泉郡川内町大字北方２８３５番地２

〃 松 本 康 良 温泉郡川内町大字北方６３３番地

〃 渡 部 慎 吉 温泉郡川内町大字北方７５２番地

〃 渡 部 信 生 温泉郡川内町大字北方２８４番地

〃 和 田 照 男 温泉郡川内町大字北方３０８９番地

監 事 高須賀 英 隆 温泉郡川内町大字北方８９０番地

〃 花 山 晴 男 温泉郡川内町大字北方２４５２番地

〃 渡 部 上 光 温泉郡川内町大字北方２００番地

〃 高須賀 武 美 温泉郡川内町大字北方４５１番地

〃 松 本 秀 樹 温泉郡川内町大字北方３５９番地

〃 松 川 茂 温泉郡川内町大字北方３０３５番地

〃 佐 伯 哲 雄 温泉郡川内町大字北方７５４番地１

〃 伊 藤 直 行 温泉郡川内町大字北方２６４６番地２

〃 渡 部 泰 行 温泉郡川内町大字北方１５２４番地

〃 大 石 春 一 温泉郡川内町大字北方２６９６番地

〃 和 田 照 男 温泉郡川内町大字北方３０８９番地

監 事 高須賀 英 隆 温泉郡川内町大字北方８９０番地

〃 花 山 晴 男 温泉郡川内町大字北方２４５２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 健 介 温泉郡川内町大字北方１７５３番地

〃 佐 伯 優 温泉郡川内町大字北方２７０６番地

〃 寺 阪 亀 義 温泉郡川内町大字北方２４５１番地１

〃 北 下 長 義 温泉郡川内町大字北方１２５３番地１
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３ 縦覧場所

大洲市役所

�������
�愛媛県告示第１７１８号
大明神川左岸土地改良区連合は、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第８４条において準用する同法第６７条第１項第１

号の規定により、平成１４年１０月１５日解散した。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、岩城村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・二又地区）の施行

に平成１４年１０月１７日同意した。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２０号
北条市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・庄地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条

の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・庄地区）計画書の写し

� 北条市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１０月２８日から１１月２５日まで

３ 縦覧場所

北条市役所

�愛媛県告示第１７２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万町大字菅生２番耕地３０７番４から

同町大字上野尻甲１２９番１まで

旧 ４．４～１０．４ ０．０７４

新 ４．４～１０．４
４．４～２３．２

０．０７４
０．０８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万町大字菅生２番耕地３０７番４から

同町大字上野尻甲１２９番１まで
平成１４年１０月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
上浮穴郡久万町大字二名甲１２２２番２から

同大字甲１３２６番１まで

旧 ５．２～３３．８ ０．９８２

新 ９．８～４９．０ ０．９６９
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��������������

��������������
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�愛媛県告示第１７２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 直瀬渋草線
上浮穴郡面河村渋草７６５番地先から

同村渋草７５６番２まで

旧 ４．２～７．４ ０．２４３

新 ７．４～３１．０ ０．２４３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川４０５２番１から

同大字３８９５番地先まで

旧 ７．０～３５．０ ０．０９３

新 １１．０～４７．０ ０．０９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川４０５２番１から

同大字３８９５番地先まで
平成１４年１０月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡双海町大字上灘字横山甲２０５６番９から

同字甲２０５７番３まで

旧 ４．３～５．２ ０．０５１

新 ４．６～２０．５ ０．０５１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町柴甲１５８２番２地先から

同町柴甲１４８４番２地先まで

旧 ７．９～１５．９ ０．２０５

新 ７．９～１５．９
８．５～１９．１

０．２０５
０．２１３
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�愛媛県告示第１７２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市徳森字永田２４８４番７、２４８４番８、２４８４番１０、２４９９

番３及び２４９９番３地先農道

２ 申請人の住所氏名

大洲市徳森２２１７番地３６

矢野 久次

３ 図面省略

�������
�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成１４年１０月１１日に実施した採石業務管理者試験の合格者

は、次のとおりである。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１４年１０月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
喜多郡長浜町柴甲１５８２番２地先から

同町柴甲１４８４番２地先まで
平成１４年１０月２５日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年１０月１６日 特定非営利活動法人
ＩＴＣ愛媛 東 矢 憲 二 松山市山越五丁目８番１７号 当法人は、経営戦略面からＩＴを捉えるＩ

Ｔコーディネータの視点を重視して、主と
して愛媛県内の事業所・行政機関・各種団
体・住民が戦略的な情報化投資や情報技術
の利活用を推進できるように支援する。具
体的には、「ＩＴに関する調査」「ＩＴ活
用の助言」「ＩＴ導入支援」「ＩＴセミナ
ー」「経営戦略に基づく情報戦略の提言」
などであり、これらの活動を通じて「社会
教育」と「街づくり」に寄与することを目
的としている。

受験番号 氏 名 受験番号 氏 名

１ 斎 藤 豊 ２１ 野 田 真 吾

４ 秋 山 享 介 ２７ 新 津 康 史

１８ 西 口 泰 宏 ３１ 上 岡 善 太

平成１４年１０月２５日 印刷
平成１４年１０月２５日 発行
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